
令 和 ５ 年 ３ 月

厚生労働省医薬・生活衛生局

血 液 対 策 課

令 和 ５ 年 度 の 献 血 の 推 進 に 関 す る 計 画 に つ い て （ 概 要 ）

１ ． 趣 旨

安 全 な 血 液 製 剤 の 安 定 供 給 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 31年 法 律 第

160号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 10条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 厚 生 労

働 大 臣 は 、 毎 年 度 、 翌 年 度 の 献 血 の 推 進 に 関 す る 計 画 （ 以 下 「 献 血 推

進 計 画 」 と い う 。 ） を 定 め る こ と と さ れ て い る 。

今 般 、 令 和 ５ 年 度 の 献 血 推 進 計 画 を 定 め る も の 。

２ ． 内 容

○ 法 第 10条 第 ２ 項 に 基 づ き 、 献 血 推 進 計 画 は 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い

て 定 め る こ と と さ れ て い る 。

第 １ 当 該 年 度 に 献 血 に よ り 確 保 す べ き 血 液 の 目 標 量

第 ２ 献 血 に 関 す る 普 及 啓 発 そ の 他 の 当 該 目 標 量 を 確 保 す る た

め に 必 要 な 措 置 に 関 す る 事 項

第 ３ そ の 他 献 血 の 推 進 に 関 す る 重 要 事 項

○ 上 記 の 事 項 に つ い て 、 令 和 ３ 年 度 ま で の 献 血 の 実 施 状 況 と そ の 評 価 等 を 

踏 ま え 、 令 和 ５ 年 度 の 献 血 推 進 計 画 を 定 め る 。 な お 、 令 和 ４ 年 度 の 献 血 推

進 計 画 か ら の 主 な 変 更 点 は 以 下 の と お り 。

・ 第 ２ の 事 項 に お い て 、 「 献 血 セ ミ ナ ー 」 等 を き っ か け と し て 献 血 に 関

心を持った献血未経験者等に、採血事業者が提供する献血Web会員サービ

ス 「 ラ ブ ラ ッ ド 」 へ の 登 録 を 働 き か け る こ と に つ い て 追 記 。

３ ． 根 拠 法 令 法 第 10条 第 １ 項 及 び 同 条 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 法 第 ９

条 第 ５ 項

４ ． 告 示 日 等

○ 告 示 日 ： 令 和 ５ 年 ２ 月 28日

○ 適 用 期 日 ： 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

資料６
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令 和 ５ 年 度 の 献 血 の 推 進 に 関 す る 計 画

前 文

・  本 計 画 は 、 安 全 な 血 液 製 剤 の 安 定 供 給 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和

31 年 法 律 第 160 号 ） 第 10 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 定 め る 令 和 ５ 年 度 の

献 血 の 推 進 に 関 す る 計 画 で あ り 、 血 液 製 剤 の 安 全 性 の 向 上 及 び 安 定 供

給 の 確 保 を 図 る た め の 基 本 的 な 方 針 （ 平 成 31 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 49 号

） に 基 づ く も の で あ る 。

第 １  令 和 ５ 年 度 に 献 血 に よ り 確 保 す べ き 血 液 の 目 標 量

・  令 和 ５ 年 度 に 必 要 と 見 込 ま れ る 輸 血 用 血 液 製 剤 の 量 は 、 赤 血 球 製 剤
しょう

52 万 リ ッ ト ル 、 血 漿 製 剤 25 万 リ ッ ト ル 、 血 小 板 製 剤 17 万 リ ッ ト ル で

あ り 、 そ れ ぞ れ 必 要 と 見 込 ま れ る 量 と 同 量 が 製 造 さ れ る 見 込 み で あ る 。
しょう

・  さ ら に 、 確 保 さ れ る べ き 原 料 血 漿 の 量 の 目 標 を 勘 案 す る と 、 令 和 ５

年 度 に は 、 全 血 採 血 に よ る 135 万 リ ッ ト ル 及 び 成 分 採 血 に よ る 85 万 リ
しょう

ッ ト ル （ 血 漿 成 分 採 血 54 万 リ ッ ト ル 及 び 血 小 板 成 分 採 血 31 万 リ ッ ト

ル ） の 計 220 万 リ ッ ト ル の 血 液 を 献 血 に よ り 確 保 す る 必 要 が あ る 。

第 ２  献 血 に 関 す る 普 及 啓 発 そ の 他 の 第 １ の 目 標 量 を 確 保 す る た め に 必 要 な

措 置 に 関 す る 事 項

令 和 ３ 年 度 ま で の 献 血 の 実 施 状 況 と そ の 評 価 を 踏 ま え 、 令 和 ５ 年 度

の 献 血 推 進 計 画 に お け る 具 体 的 な 措 置 を 以 下 の よ う に 定 め る 。

１ 献 血 推 進 の 実 施 体 制 と 役 割

・  国 は 、 都 道 府 県 、 市 町 村 （ 特 別 区 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 、 採 血 事

業 者 等 の 関 係 者 の 協 力 を 得 て 、 献 血 に よ り 得 ら れ た 血 液 を 原 料 と し
しょう

た 輸 血 用 血 液 製 剤 及 び 血 漿 分 画 製 剤 （ 以 下 「 血 液 製 剤 」 と い う 。 ）

の 安 定 供 給 を 確 保 し 、 そ の 国 内 自 給 を 推 進 す る 。 そ の た め 、 広 く 国

民 に 対 し 、 治 療 に 必 要 な 血 液 製 剤 の 確 保 が 相 互 扶 助 と 博 愛 精 神 に よ

る 自 発 的 な 献 血 に よ っ て 支 え ら れ て い る こ と や 、 血 液 製 剤 の 適 正 使

用 が 求 め ら れ て い る こ と な ど を 含 め 、 献 血 や 血 液 製 剤 に つ い て 国 民

に 正 確 な 情 報 を 伝 え 、 そ の 理 解 と 献 血 へ の 協 力 を 求 め る た め 、 教 育

及 び 啓 発 を 行 う 。

・  都 道 府 県 及 び 市 町 村 は 、 国 、 採 血 事 業 者 等 の 関 係 者 の 協 力 を 得 て

、 地 域 の 実 情 に 応 じ た 取 組 を 通 じ て 、 住 民 の 献 血 へ の 関 心 を 高 め 、

献 血 へ の 参 加 を 促 進 す る 。 都 道 府 県 は 、 採 血 事 業 者 、 医 療 関 係 者 、
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商 工 会 議 所 、 教 育 機 関 、 報 道 機 関 、 ボ ラ ン テ ィ ア 組 織 等 か ら 幅 広 く

参 加 者 を 募 っ て 、 献 血 推 進 協 議 会 を 設 置 し 、 採 血 事 業 者 、 血 液 事 業

に 関 わ る 民 間 組 織 等 と 連 携 し て 、 都 道 府 県 献 血 推 進 計 画 を 策 定 す る 。

こ の ほ か 、 献 血 や 血 液 製 剤 に 関 す る 教 育 及 び 啓 発 を 検 討 す る と と も

に 、 民 間 の 献 血 推 進 組 織 の 育 成 等 を 行 う こ と が 望 ま し い 。 ま た 、 市

町 村 に お い て も 、 同 様 の 協 議 会 を 設 置 し 、 献 血 推 進 に 取 り 組 む こ と

が 望 ま し い 。

・  採 血 事 業 者 は 、 国 、 都 道 府 県 、 市 町 村 等 の 関 係 者 の 協 力 を 得 て 、献 

血 者 の 安 全 に 配 慮 す る と と も に 、 献 血 者 に 心 の 充 足 感 を も た ら し

、 継 続 し て 献 血 に 協 力 で き る 環 境 の 整 備 を 行 う こ と が 重 要 で あ る 。

こ の た め 、 国 、 都 道 府 県 、 市 町 村 等 の 関 係 者 と 協 力 し て 効 果 的 な キ 

ャ ン ペ ー ン を 実 施 す る こ と な ど に よ り 、 献 血 や 血 液 製 剤 に 関 す る 一

層 の 理 解 を 促 す と と も に 、 献 血 へ の 協 力 を 呼 び か け る こ と が 求 め ら

れ る 。

２ 献 血 推 進 の た め の 施 策

(1)  普 及 啓 発 活 動 の 実 施

ア 国 民 全 般 を 対 象 と し た 普 及 啓 発

(ｱ)  全 国 的 な キ ャ ン ペ ー ン 等 の 実 施

・  国 、 都 道 府 県 及 び 採 血 事 業 者 は 、 ７ 月 に 「 愛 の 血 液 助 け 

合 い 運 動 」 を 、 翌 年 の １ 月 及 び ２ 月 に 「 は た ち の 献 血 」 キ

ャ ン ペ ー ン を 実 施 す る 。 ま た 、 「 愛 の 血 液 助 け 合 い 運 動 」

の 主 た る 行 事 と し て 、 千 葉 県 に お い て 献 血 運 動 推 進 全 国 大

会 を 開 催 し 、 献 血 運 動 の 推 進 に 積 極 的 に 協 力 し て 模 範 と な 

る 実 績 を 示 し た 団 体 又 は 個 人 を 表 彰 す る 。

・  国 、 都 道 府 県 、 市 町 村 及 び 採 血 事 業 者 は 、 テ レ ビ 、 Ｓ Ｎ

Ｓ を 含 む イ ン タ ー ネ ッ ト 、 ポ ス タ ー 等 の 各 広 報 媒 体 を 効 果

的 に 活 用 し 、 献 血 や 血 液 製 剤 に 関 す る 理 解 と 協 力 を 呼 び か

け る 。 そ の 際 、 ポ ス タ ー 等 に お い て は イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 

情 報 に ア ク セ ス し や す い 工 夫 を す る 。

・  国 及 び 採 血 事 業 者 は 、 都 道 府 県 、 市 町 村 、 製 造 販 売 業 者

等 の 協 力 を 得 て 、 普 及 啓 発 資 材 等 を 活 用 し 、 近 年 需 要 が 増
しょう

大 し て い る 血 漿 分 画 製 剤 に つ い て 、 献 血 か ら 得 ら れ た 血 液

を 原 料 と す る こ と や 、 多 く の 疾 患 の 治 療 に 欠 か す こ と が で

き な い こ と な ど を 周 知 す る と と も に 、 安 定 供 給 が 確 保 さ れ 

る よ う 、 成 分 採 血 へ の 協 力 を 呼 び か け る 。

(ｲ)   企 業 等 に お け る 献 血 へ の 取 組 の 推 進

・  国 及 び 採 血 事 業 者 は 、 都 道 府 県 及 び 市 町 村 の 協 力 を 得 て 、献 

血 に 協 賛 す る 企 業 や 団 体 を 募 り 、 企 業 等 の 社 会 貢 献 活 動 の

一 つ と し て 、 集 団 献 血 を 含 め た 企 業 等 に お け る 献 血 の 推 進 を
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促 す 。

・  採 血 事 業 者 は 、 血 液 セ ン タ ー 等 に お け る 献 血 推 進 活 動 の 展開 

に 際 し 、 地 域 の 実 情 に 即 し た 方 法 で 企 業 等 と の 連 携 強 化 を

図 り 、 企 業 等 に お け る 献 血 の 推 進 を 図 る た め の 呼 び か け を 行

う 。 特 に 若 年 層 の 労 働 者 の 献 血 促 進 に つ い て 企 業 等 に 協 力 を

求 め る 。 ま た 、 献 血 や 血 液 製 剤 に つ い て 企 業 等 に 分 か り や す

く 説 明 す る た め の 「 献 血 セ ミ ナ ー 」 を 実 施 す る 。

・  企 業 等 は 、 従 業 員 等 に 対 し 、 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 の 一 環 と し

て 献 血 に 協 力 す る よ う 呼 び か け る と と も に 、 献 血 の た め の 休

暇 取 得 を 容 易 に 行 え る よ う 配 慮 す る な ど 、 進 ん で 献 血 し や す

い 環 境 づ く り を 推 進 す る こ と が 望 ま し い 。

(ｳ)   複 数 回 献 血 の 推 進

・  国 及 び 採 血 事 業 者 は 、 都 道 府 県 及 び 市 町 村 の 協 力 を 得 て 、

複 数 回 献 血 の 重 要 性 や 安 全 性 に つ い て 広 く 国 民 に 周 知 す る 。

・  採 血 事 業 者 は 、 献 血 者 か ら 継 続 的 な 献 血 へ の 協 力 を 得 ら れる 

よ う 、 献 血 者 へ の サ ー ビ ス の 向 上 を 図 る と と も に 、 平 素 か

ら 献 血 者 に 対 し 、 複 数 回 献 血 へ の 協 力 を 呼 び か け る 。 特 に 若

年 層 に 対 し て は 、 「 イ  若 年 層 を 対 象 と し た 普 及 啓 発 」 等 に

定 め る 取 組 を 通 じ て 、 複 数 回 献 血 の 推 進 を 図 る 。

イ 若 年 層 を 対 象 と し た 普 及 啓 発

(ｱ)  普 及 啓 発 資 材 の 作 成

・  国 は 、 若 年 層 向 け の 普 及 啓 発 資 材 と し て 、 大 学 、 短 期 大 学

、 専 門 学 校 等 の 入 学 生 を 対 象 と し た 啓 発 ポ ス タ ー 、 高 校 生 を

対 象 と し た 献 血 や 血 液 製 剤 に つ い て 解 説 し た 教 材 及 び 中 学 生

を 対 象 と し た 献 血 へ の 理 解 を 促 す ポ ス タ ー を 作 成 す る 。 な お

、 作 成 に あ た っ て は 、 学 校 等 で の パ ソ コ ン 、 タ ブ レ ッ ト 等 に

よ る 利 用 に も 留 意 す る 。 ま た 、 関 係 省 庁 間 で 連 携 し な が ら 、

都 道 府 県 、 市 町 村 及 び 採 血 事 業 者 の 協 力 を 得 て 、 こ れ ら の 教

材 等 の 活 用 を 通 じ 、 献 血 や 血 液 製 剤 に 関 す る 理 解 を 深 め る た

め の 普 及 啓 発 を 行 う 。

(ｲ)   効 果 的 な 広 報 手 段 等 を 活 用 し た 取 組

・  国 、 都 道 府 県 及 び 採 血 事 業 者 は 、 Ｓ Ｎ Ｓ を 含 む イ ン タ ー ネ 

ッ ト 等 を 主 体 と し た 情 報 発 信 に よ り 、 目 に 触 れ る 機 会 を 増 や

す と と も に 、 実 際 に 献 血 し て も ら え る よ う 、 学 生 献 血 推 進 ボ

ラ ン テ ィ ア 等 の 同 世 代 か ら の 働 き か け や 、 献 血 に つ い て の 普

及 啓 発 資 材 に 国 が 作 成 し た 献 血 推 進 キ ャ ラ ク タ ー を 活 用 す る

な ど 、 実 効 性 の あ る 取 組 を 行 う 。

(ｳ)   献 血 セ ミ ナ ー 等 の 実 施

・  採 血 事 業 者 は 、 「 献 血 セ ミ ナ ー 」 を 開 催 す る と と も に 、 血液 

セ ン タ ー 等 で の 体 験 学 習 の 機 会 を 積 極 的 に 設 け 、 献 血 や 血
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液 製 剤 に つ い て 正 確 な 情 報 を 伝 え 、 協 力 の 確 保 を 図 る 。 そ の

推 進 に 当 た っ て は 、 国 と 連 携 す る と と も に 、 都 道 府 県 、 市 町

村 、 献 血 推 進 活 動 を 行 う ボ ラ ン テ ィ ア 組 織 等 の 協 力 を 得 る 。

ま た 、 「 献 血 セ ミ ナ ー 」 等 を き っ か け と し て 献 血 に 関 心 を 持 

っ た 献 血 未 経 験 者 等 に 、 採 血 事 業 者 が 提 供 す る 献 血 Web 会 員

サ ー ビ ス 「 ラ ブ ラ ッ ド 」 へ の 登 録 を 働 き か け る 。

・  都 道 府 県 及 び 市 町 村 は 、 採 血 事 業 者 が 実 施 す る 「 献 血 セ ミ

ナ ー 」 や 血 液 セ ン タ ー 等 で の 体 験 学 習 の 機 会 を 学 校 等 に お い

て 積 極 的 に 活 用 し て も ら え る よ う 情 報 提 供 を 行 う と と も に 、

献 血 推 進 活 動 を 行 う ボ ラ ン テ ィ ア 組 織 と の 有 機 的 な 連 携 を 確

保 す る 。

(ｴ)   学 校 等 に お け る 献 血 の 普 及 啓 発

・  採 血 事 業 者 は 、 国 及 び 都 道 府 県 の 協 力 を 得 て 、 学 生 献 血 推進 

ボ ラ ン テ ィ ア と の 更 な る 連 携 を 図 り 、 学 校 等 に お け る 献 血

の 推 進 を 促 す 。 ま た 、 将 来 医 療 従 事 者 に な ろ う と す る 者 に 、

多 く の 国 民 の 献 血 に よ っ て 医 療 が 支 え ら れ て い る 事 実 や 血 液

製 剤 の 適 正 使 用 の 重 要 性 へ の 理 解 を 深 め て も ら う た め の 取 組

を 行 う 。

ウ 幼 少 期 の 子 供 と そ の 親 を 対 象 と し た 普 及 啓 発

・  次 世 代 の 献 血 者 を 育 て て い く た め 、 親 か ら 子 へ 献 血 や 血 液 製剤 

に つ い て 伝 え る こ と が 重 要 で あ る 。 こ の た め 、 国 、 都 道 府 県

、 市 町 村 及 び 採 血 事 業 者 は 、 親 子 で 一 緒 に 献 血 に 触 れ 合 え る よ

う 、 血 液 セ ン タ ー 等 を 活 用 し た 啓 発 を 行 う 。

(2)  採 血 所 の 環 境 整 備 等

ア 献 血 者 が 安 心 し て 献 血 で き る 環 境 の 整 備

・  採 血 事 業 者 は 、 献 血 の 受 入 れ に 際 し て 献 血 申 込 者 に 不 快 の 念を 

与 え な い よ う 、 丁 寧 な 処 遇 を す る こ と に 特 に 留 意 す る 。 そ の

際 、 献 血 が で き な か っ た 者 に 対 し て は 、 そ の 理 由 に つ い て 分 か

り や す く 説 明 す る な ど 、 そ の 後 の 献 血 推 進 へ の 協 力 に 繋 が る よ

う 配 慮 す る 。

・  採 血 事 業 者 は 、 献 血 者 の 要 望 を 把 握 し 、 採 血 後 の 休 憩 ス ペ ー

ス を 十 分 に 確 保 す る な ど 、 献 血 受 入 体 制 の 改 善 に 努 め る 。 ま た

、 献 血 者 の 個 人 情 報 を 保 護 す る と と も に 、 国 の 適 切 な 関 与 の 下

で 献 血 に よ る 健 康 被 害 に 対 す る 補 償 の た め の 措 置 を 実 施 す る な

ど 、 献 血 者 が 安 心 し て 献 血 で き る 環 境 整 備 を 行 う 。

・  採 血 事 業 者 は 、 特 に 初 回 献 血 者 が 抱 い て い る 不 安 等 を 軽 減 す

る こ と は も と よ り 、 献 血 者 の 安 全 確 保 を 図 る こ と が 必 要 で あ る 。

こ の た め 、 採 血 の 手 順 や 採 血 後 に 十 分 な 休 憩 を と る 必 要 性 、 気

分 が 悪 く な っ た 場 合 の 対 処 方 法 等 に つ い て 、 映 像 や リ ー フ レ ッ

ト 等 を 活 用 し た 事 前 説 明 を 採 血 の 度 ご と に 十 分 に 行 う 。
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・  採 血 事 業 者 は 、 地 域 の 特 性 に 合 わ せ て 、 献 血 者 に 安 心 、 や すら 

ぎ を 与 え る 採 血 所 の 環 境 づ く り 等 を 行 い 、 よ り 一 層 の イ メ ー

ジ ア ッ プ を 図 る 。

・  採 血 事 業 者 は 、 新 興 ・ 再 興 感 染 症 の ま ん 延 下 の 状 況 で あ っ て

も 、 献 血 者 が 安 心 し て 献 血 で き る よ う 感 染 症 対 策 を 十 分 に 行 う

と と も に 、 献 血 者 へ 対 策 に つ い て の 情 報 発 信 を 適 切 に 行 う 。

・  国 及 び 都 道 府 県 は 、 採 血 事 業 者 に よ る こ れ ら の 取 組 を 支 援 す

る 。

イ 献 血 者 の 利 便 性 の 向 上

・  採 血 事 業 者 は 、 献 血 者 の 利 便 性 に 配 慮 し つ つ 、 安 全 で 安 心 かつ 

効 率 的 に 採 血 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ の た め 、 立 地 条 件 等 を 考

慮 し た 採 血 所 の 設 置 、 地 域 の 実 情 に 応 じ た 献 血 受 入 時 間 帯 の 設

定 及 び 移 動 採 血 車 に よ る 計 画 的 採 血 、 企 業 や 団 体 等 の 意 向 を 踏

ま え た 集 団 献 血 の 実 施 、 子 育 て 世 代 に 対 応 し た 託 児 ス ペ ー ス の

整 備 、 IC T を 活 用 し た WEB 予 約 の 推 進 等 に 積 極 的 に 取 り 組 む 。

第 ３  そ の 他 献 血 の 推 進 に 関 す る 重 要 事 項

１ 献 血 の 推 進 に 際 し 、 考 慮 す べ き 事 項

(1)   血 液 検 査 に よ る 健 康 管 理 サ ー ビ ス の 充 実

・  採 血 事 業 者 は 、 献 血 制 度 の 健 全 な 発 展 を 図 る た め 、 採 血 に 際 して 

献 血 者 の 健 康 管 理 に 資 す る 検 査 を 行 い 、 献 血 者 の 希 望 を 確 認 し

て そ の 結 果 を 通 知 す る 。 ま た 、 低 血 色 素 に よ り 献 血 が で き な か っ

た 者 に 対 し て 、 栄 養 士 等 に よ る 健 康 相 談 を 実 施 す る 。

・  献 血 申 込 者 の 健 康 管 理 に 資 す る 検 査 の 充 実 は 献 血 の 推 進 に 有 効で 

あ る こ と か ら 、 国 は 、 採 血 事 業 者 に よ る こ れ ら の 取 組 を 支 援 す

る 。

(2)   血 液 製 剤 の 安 全 性 を 向 上 さ せ る た め の 対 策 の 推 進

・  国 は 、 採 血 事 業 者 と 連 携 し 、 献 血 者 の 本 人 確 認 及 び 問 診 の 徹 底

、 Ｈ Ｉ Ｖ 等 の 感 染 症 の 検 査 を 目 的 と し た 献 血 を 防 止 す る た め の 措

置 等 、 善 意 の 献 血 者 の 協 力 を 得 て 、 血 液 製 剤 の 安 全 性 を 向 上 さ せ

る た め の 対 策 を 推 進 す る 。

(3)  採 血 基 準 の 在 り 方 の 検 討

・  国 は 、 献 血 者 の 健 康 保 護 を 第 一 に 考 慮 し つ つ 、 献 血 の 推 進 及

び 血 液 の 有 効 利 用 の 観 点 か ら 、 採 血 基 準 の 見 直 し を 検 討 す る 。

(4)  ま れ な 血 液 型 の 血 液 の 確 保

・  採 血 事 業 者 は 、 ま れ な 血 液 型 を 持 つ 患 者 に 対 す る 血 液 製 剤 の 供

給 を 確 保 す る た め 、 ま れ な 血 液 型 を 持 つ 者 に 対 し 、 そ の 者 の 意 向

を 踏 ま え 、 登 録 を 依 頼 す る 。

・  国 は 、 ま れ な 血 液 型 の 血 液 の 供 給 状 況 に つ い て 調 査 す る 。
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(5)   献 血 者 の 意 思 を 尊 重 し た 採 血 の 実 施

・  採 血 事 業 者 は 、 初 回 献 血 者 や 献 血 に 不 安 が あ る 方 に 対 し て は 、採

血 区 分 （ 200 ミ リ リ ッ ト ル 全 血 採 血 、 400 ミ リ リ ッ ト ル 全 血 採 血

又 は 成 分 採 血 ） や 採 血 基 準 を 満 た し て い れ ば 、 い ず れ の 採 血 も 安

全 で あ る こ と に つ い て 十 分 な 説 明 を 行 い 、 献 血 者 の 意 思 を 可 能 な

限 り 尊 重 し た 上 で 、 採 血 区 分 を 決 定 す る 。 （ な お 、 採 血 事 業 者 が

献 血 者 に 対 し 、 医 療 需 要 に 応 じ た 採 血 区 分 の 採 血 へ の 協 力 を 求 め

る こ と は 可 能 で あ る 。 ）

２ 輸 血 用 血 液 製 剤 の 在 庫 水 準 の 常 時 把 握 と 不 足 時 の 的 確 な 対 応

・  国 、 都 道 府 県 及 び 採 血 事 業 者 は 、 製 造 販 売 業 者 等 の 保 有 す る 輸 血用 

血 液 製 剤 （ 特 に 有 効 期 間 の 短 い 血 小 板 製 剤 と 赤 血 球 製 剤 ） の 在 庫

水 準 を 常 時 把 握 し 、 在 庫 が 不 足 す る 場 合 又 は 不 足 が 予 測 さ れ る 場 合

に は 、 そ の 供 給 に 支 障 を 来 す 危 険 性 を 勘 案 し 、 国 の 献 血 推 進 本 部 設

置 要 綱 （ 平 成 17 年 ４ 月 １ 日 決 定 ） 及 び 採 血 事 業 者 が 策 定 し た 対 応 マ

ニ ュ ア ル に 基 づ き 、 早 急 に 所 要 の 対 策 を 講 ず る 。

３ 災 害 時 等 に お け る 献 血 の 確 保

・  国 、 都 道 府 県 、 市 町 村 及 び 採 血 事 業 者 は 、 災 害 時 等 に お い て 医 療需 

要 に 応 じ た 必 要 な 血 液 量 を 確 保 で き る よ う 、 様 々 な 広 報 手 段 を 用

い て 、 献 血 へ の 協 力 を 呼 び か け る 。 そ の 際 、 採 血 事 業 者 は 、 被 害 状

況 等 の 情 報 収 集 を 行 っ た う え で 、 献 血 の 受 入 れ の 可 否 に つ い て 判 断

す る な ど 、 献 血 者 の 安 全 に 十 分 に 配 慮 す る 。

・  採 血 事 業 者 は 、 あ ら か じ め 災 害 時 等 に 備 え て 、 関 係 者 と の 通 信 手

段 の 確 保 、 広 域 的 な 需 給 調 整 の 対 応 を 含 む 事 業 継 続 計 画 を 定 め る 。

国 、 都 道 府 県 及 び 市 町 村 は 、 広 域 的 な 需 給 調 整 を 行 う 際 な ど 、 採 血

事 業 者 の 取 組 を 支 援 す る 。

・  採 血 事 業 は 、 医 療 体 制 の 維 持 に 不 可 欠 な も の で あ る こ と を 踏 ま え

、 採 血 事 業 者 は 、 新 興 ・ 再 興 感 染 症 の ま ん 延 下 の 状 況 で あ っ て も 、

医 療 需 要 に 応 じ た 血 液 製 剤 の 安 定 供 給 を 図 る た め 、 安 心 ・ 安 全 な 献

血 環 境 の 保 持 と 献 血 者 へ の 感 染 防 止 を 図 る と と も に 、 様 々 な 広 報 手

段 を 用 い て 、 献 血 へ の 協 力 を 呼 び か け る 。 ま た 、 国 、 都 道 府 県 及 び

市 町 村 は 、 採 血 事 業 者 の 取 組 を 支 援 す る 。

４ 献 血 推 進 施 策 の 進 捗 状 況 等 に 関 す る 確 認 と 評 価

・  国 、 都 道 府 県 及 び 市 町 村 は 、 献 血 推 進 の た め の 施 策 の 短 期 的 及 び長 

期 的 な 効 果 並 び に 進 捗 状 況 並 び に 採 血 事 業 者 に よ る 献 血 の 受 入 れ

の 実 績 を 確 認 し 、 そ の 評 価 を 令 和 ６ 年 度 の 献 血 推 進 計 画 等 の 作 成 に

当 た り 参 考 と す る 。 ま た 、 必 要 に 応 じ 、 献 血 推 進 の た め の 施 策 を 見

直 す こ と が 必 要 で あ る 。
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・  国 は 、 献 血 の 推 進 及 び 受 入 れ に 関 し 関 係 者 の 協 力 を 求 め る 必 要 性

に つ い て 、 献 血 推 進 活 動 を 行 う ボ ラ ン テ ィ ア 組 織 と 認 識 を 共 有 し 、

必 要 な 措 置 を 講 ず る 。

・  採 血 事 業 者 は 、 国 の 協 力 を 得 て 、 献 血 者 や 献 血 未 経 験 者 へ の ア ン

ケ ー ト 等 を 継 続 的 に 実 施 し 、 そ れ ら の 意 見 等 を 踏 ま え 、 効 果 的 な 普

及 啓 発 や 献 血 者 の 利 便 性 の 向 上 に 資 す る 取 組 を 実 施 す る 。 併 せ て 、

献 血 の 受 入 れ に 関 す る 実 績 、 体 制 等 の 評 価 を 行 い 、 献 血 の 推 進 に 活

用 す る 。
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